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規 則 

 

 

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 六 月 十 三 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 四 十 五 号  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特

定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則  

 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ） の 施 行 期 日 は 、 令 和 七 年 六 月 十

六 日 と す る 。  

 

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 六 月 十 三 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 四 十 六 号  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特

定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 条 例 別 表 第 一 の 規 則 で 定 め る 事 務 ）  

 第 二 条  条 例 別 表 第 一 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 一

の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 事 務

と す る 。  

（ 条 例 別 表 第 二 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 ）  （ 条 例 別 表 第 二 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 ）  

第 二 条  条 例 別 表 第 二 の 中 欄 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、 別

表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 事 務 と し 、 同 項 の 下 欄 の 規 則 で 定 め る 情 報 は 、 別 表

第 一 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に

定 め る 情 報 と す る 。  

第 三 条  条 例 別 表 第 二 の 中 欄 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、 別

表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 事 務 と し 、 同 項 の 下 欄 の 規 則 で 定 め る 情 報 は 、 別 表

第 二 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に

定 め る 情 報 と す る 。  

（ 条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 ）  （ 条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 ）  

第 三 条  条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 二

の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 事 務

と す る 。  

第 四 条  条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 三

の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 事 務

と す る 。  

 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

     区 分 事 務  

     一  条 例 別 表 第 一 の 一 の

項 の 規 則 で 定 め る 事 務  

一  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ）

第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護 の 実 施 に 関 す

る 事 務  
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      二  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 四

条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行

う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条

第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

保 護 の 変 更 の 申 請 の 受 理 、

そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い

て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対

す る 応 答 に 関 す る 事 務  

三  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 五

条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行

う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又

は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 変

更 に 関 す る 事 務  

四  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 六

条 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護

の 停 止 又 は 廃 止 に 関 す る 事

務 

五  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 九

条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行

う 資 料 の 提 供 等 の 求 め に 関

す る 事 務  

六  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五

条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 就 労 自 立 給 付 金 の 支

給 の 申 請 の 受 理 、 そ の 申 請

に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査

又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答

に 関 す る 事 務  

七  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五

条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付

金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 、 そ

の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て

の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す

る 応 答 に 関 す る 事 務  

八  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 六 十 三

条 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護

に 要 す る 費 用 の 返 還 に 関 す

る 事 務  

九  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保 護 法 第 七 十 七

条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 
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      一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定

に 準 じ て 行 う 徴 収 金 の 徴 収

（ 同 法 第 七 十 八 条 の 二 第 一

項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 徴 収 金 の 徴 収 を 含

む 。 ） に 関 す る 事 務  

 

     二  条 例 別 表 第 一 の 二 の

項 の 規 則 で 定 め る 事 務  

一  高 等 学 校 等 （ 高 等 学 校 等

就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る

法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第

十 八 号 。 以 下 こ の 項 に お い

て 「 就 学 支 援 金 法 」 と い う 。 ）

第 二 条 に 規 定 す る 高 等 学 校

等 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び

次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 退

学 し 、 再 び 私 立 の 高 等 学 校

等 で 学 び 直 す 生 徒 又 は 学 生

に 対 す る 就 学 支 援 金 （ 就 学

支 援 金 法 第 三 条 第 一 項 に 規

定 す る 就 学 支 援 金 を い う 。 ）

に 相 当 す る 額 の 支 援 金 に 係

る 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 の

受 理 、 そ の 申 請 に 係 る 事 実

に つ い て の 審 査 又 は そ の 申

請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事

務 
二  前 号 の 申 請 を 行 う 者 の 保

護 者 等 （ 就 学 支 援 金 法 第 三

条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る

保 護 者 等 を い う 。 次 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 収 入 状 況 に

係 る 届 出 の 受 理 、 そ の 届 出

に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査

又 は そ の 届 出 に 対 す る 応 答

に 関 す る 事 務  

 

     三  条 例 別 表 第 一 の 三 の

項 の 規 則 で 定 め る 事 務  

私 立 の 高 等 学 校 等 （ 特 別 支 援

学 校 の 高 等 部 を 除 く 。 ） に 在 籍

す る 生 徒 又 は 学 生 の 保 護 者 等

に 対 す る 授 業 料 以 外 の 教 育 に

必 要 な 経 費 の 負 担 軽 減 を 図 る

た め の 給 付 金 に 係 る 支 給 の 申

請 の 受 理 、 そ の 申 請 に 係 る 事

実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申

請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  

 区 分 事 務 情 報   区 分 事 務 情 報  

      一  条 例

別 表 第

二 の 一

の 項 の 

一  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 十 九 条  

一  生 活 保 護 法 第 六 条 第 二

項 の 要 保 護 者 に 準 ず る 生

活 に 困 窮 す る 外 国 人 の 要

保 護 者 又 は 同 条 第 一 項 の  
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      規 則 で

定 め る

事 務 

第 一 項 の 規 定

に 準 じ て 行 う

保 護 の 実 施 に

関 す る 事 務  

被 保 護 者 に 準 ず る 生 活 に

困 窮 す る 外 国 人 の 被 保 護

者 で あ っ た 者 （ 以 下 「 外 国

人 要 保 護 者 等 」 と い う 。 ）

に 係 る 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二

十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ）

第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 小

児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 の

支 給 に 関 す る 情 報  

二  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 児 童 福 祉 法 第 二 十 条 第

一 項 の 療 育 の 給 付 の 支 給

に 関 す る 情 報  

三  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 児 童 福 祉 法 第 二 十 四 条

の 二 第 一 項 の 障 害 児 入 所

給 付 費 の 支 給 に 関 す る 情

報 

四  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 生 活 保 護 法 第 十 九 条 第

一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

保 護 の 実 施 、 同 法 第 二 十 四

条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 の 開 始 若 し く は

同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 保 護 の 変 更 、 同 法 第

二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保

護 の 開 始 若 し く は 同 条 第

二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

職 権 に よ る 保 護 の 変 更 、 同

法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護 の 停 止 若 し

く は 廃 止 又 は 同 法 第 五 十

五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 就 労 自 立 給 付

金 若 し く は 同 法 第 五 十 五

条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 進 学 ・ 就 職 準 備 給

付 金 の 支 給 に 関 す る 情 報  

五  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 三

十 六 年 法 律 第 二 百 三 十 八

号 ） 第 四 条 第 一 項 の 児 童 扶

養 手 当 の 支 給 に 関 す る 情

報 

六  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡

婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法

律 第 百 二 十 九 号 ） 第 十 三 条  

 

二  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 二 十 四

条 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行

う 保 護 の 開 始

又 は 同 条 第 九

項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護

の 変 更 の 申 請

に 係 る 事 実 に

つ い て の 審 査

に 関 す る 事 務  

三  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 二 十 五

条 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行

う 職 権 に よ る

保 護 の 開 始 又

は 同 条 第 二 項

の 規 定 に 準 じ

て 行 う 職 権 に

よ る 保 護 の 変

更 に 関 す る 事

務 

四  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 二 十 六

条 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護

の 停 止 又 は 廃

止 に 関 す る 事

務 

五  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 六 十 三

条 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護

に 要 す る 費 用

の 返 還 に 関 す

る 事 務  
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        第 一 項 、 第 三 十 一 条 の 六 第

一 項 若 し く は 第 三 十 二 条

第 一 項 又 は 附 則 第 三 条 若

し く は 第 六 条 の 資 金 の 貸

付 け に 関 す る 情 報  

七  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡

婦 福 祉 法 第 三 十 一 条 （ 同 法

第 三 十 一 条 の 十 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 給 付 金 の 支 給

に 関 す る 情 報  

八  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の

支 給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三

十 九 年 法 律 第 百 三 十 四 号 ）

第 三 条 第 一 項 の 特 別 児 童

扶 養 手 当 の 支 給 に 関 す る

情 報  

九  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の

支 給 に 関 す る 法 律 第 十 七

条 の 障 害 児 福 祉 手 当 、 同 法

第 二 十 六 条 の 二 の 特 別 障

害 者 手 当 又 は 国 民 年 金 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 昭 和 六 十 年 法 律 第 三 十

四 号 ） 附 則 第 九 十 七 条 第 一

項 の 福 祉 手 当 の 支 給 に 関

す る 情 報  

十  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係

る 労 働 施 策 の 総 合 的 な 推

進 並 び に 労 働 者 の 雇 用 の

安 定 及 び 職 業 生 活 の 充 実

等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十

一 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第

十 八 条 第 二 号 の 求 職 者 の

知 識 及 び 技 能 の 習 得 を 容

易 に す る た め の 給 付 金 の

支 給 に 関 す る 情 報  

十 一  外 国 人 要 保 護 者 等 に

係 る 中 国 残 留 邦 人 等 の 円

滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永

住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人

等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立

の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成

六 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 十 四

条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 支

援 給 付 の 支 給 の 実 施 、 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国  

        六  生 活 に 困 窮

す る 外 国 人 に

対 す る 生 活 保

護 法 第 七 十 七

条 第 一 項 又 は

第 七 十 八 条 第

一 項 か ら 第 三

項 ま で の 規 定

に 準 じ て 行 う

徴 収 金 の 徴 収

（ 同 法 第 七 十

八 条 の 二 第 一

項 又 は 第 二 項

の 規 定 に 準 じ

て 行 う 徴 収 金

の 徴 収 を 含

む 。 ） に 関 す る

事 務 

 

令和7年6月13日 三　重　県　公　報 第　625　号

6



        の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の

自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平

成 十 九 年 法 律 第 百 二 十 七

号 。 以 下 「 平 成 十 九 年 改 正

法 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条

第 一 項 の 支 援 給 付 の 支 給

の 実 施 並 び に 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進

及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の

支 援 に 関 す る 法 律 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十

五 年 法 律 第 百 六 号 。 以 下

「 平 成 二 十 五 年 改 正 法 」 と

い う 。 ） 附 則 第 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る も の と さ れ た 平

成 二 十 五 年 改 正 法 に よ る

改 正 前 の 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び

永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援

に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 旧 法 」

と い う 。 ） 第 十 四 条 第 一 項

の 支 援 給 付 、 平 成 二 十 五 年

改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 項

の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る も の と さ れ た 旧

法 第 十 四 条 第 三 項 の 支 援

給 付 及 び 平 成 二 十 五 年 改

正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 の

支 援 給 付 の 支 給 の 実 施 、 中

国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰

国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国

し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び

特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第

四 項 （ 平 成 十 九 年 改 正 法 附

則 第 四 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） 並 び に 平 成 二 十 五

年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 一

項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ

り な お 従 前 の 例 に よ る も

の と さ れ た 旧 法 第 十 四 条

第 四 項 の 規 定 に よ り そ の

例 に よ る も の と さ れ る 生

活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一

項 の 開 始 若 し く は 同 条 第

九 項 の 変 更 、 同 法 第 二 十 五

条 第 一 項 の 職 権 に よ る 開 
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        始 若 し く は 同 条 第 二 項 の

職 権 に よ る 変 更 又 は 同 法

第 二 十 六 条 の 停 止 若 し く

は 廃 止 に 関 す る 情 報  

十 二  外 国 人 要 保 護 者 等 に

係 る 障 害 者 の 日 常 生 活 及

び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十

七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第

六 条 の 自 立 支 援 給 付 の 支

給 に 関 す る 情 報  

十 三  外 国 人 要 保 護 者 等 に

係 る 難 病 の 患 者 に 対 す る

医 療 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

二 十 六 年 法 律 第 五 十 号 ） 第

五 条 第 一 項 の 特 定 医 療 費

の 支 給 に 関 す る 情 報  

 

 一  条 例

別 表 第

二 の 一

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

行 政 手 続 に お け

る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 第 十

九 条 第 八 号 に 基

づ く 利 用 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に

関 す る 命 令 （ 令 和

六 年 デ ジ タ ル

庁 ・ 総 務 省 令 第 九

号 。 以 下 「 番 号 命

令 」 と い う 。 ） 第  

二 条 の 表 の 十 三

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十

九 条 の 三 第 三 項 の 医 療 費

支 給 認 定 の 申 請 に 係 る 小

児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 （ 同

法 第 六 条 の 二 第 二 項 の 小

児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 を

い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ）

又 は 医 療 費 支 給 認 定 基 準

世 帯 員 （ 児 童 福 祉 法 施 行 令

（ 昭 和 二 十 三 年 政 令 第 七

十 四 号 ） 第 二 十 二 条 第 一 項

第 二 号 イ の 医 療 費 支 給 認

定 基 準 世 帯 員 を い う 。 次 号

に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 生

活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対

す る 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第

十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護 の 実 施 、 同 法

第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定

に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始

若 し く は 同 条 第 九 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 変

更 、 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項

の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権

に よ る 保 護 の 開 始 若 し く

は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護

の 変 更 又 は 同 法 第 二 十 六

条 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保

護 の 停 止 若 し く は 廃 止 に

関 す る 情 報 （ 以 下 「 生 活 困  

  二  条 例

別 表 第

二 の 二

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

行 政 手 続 に お け

る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 第 十

九 条 第 八 号 に 基

づ く 利 用 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に

関 す る 命 令 （ 令 和

六 年 デ ジ タ ル

庁 ・ 総 務 省 令 第 九

号 。 以 下 「 番 号 命

令 」 と い う 。 ） 第  

二 条 の 表 の 十 三

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一  児 童 福 祉 法 第 十 九 条 の

三 第 三 項 の 医 療 費 支 給 認

定 の 申 請 に 係 る 小 児 慢 性

特 定 疾 病 児 童 等 （ 同 法 第 六

条 の 二 第 二 項 の 小 児 慢 性

特 定 疾 病 児 童 等 を い う 。 次

号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 医

療 費 支 給 認 定 基 準 世 帯 員

（ 児 童 福 祉 法 施 行 令 （ 昭 和

二 十 三 年 政 令 第 七 十 四 号 ）

第 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号

イ の 医 療 費 支 給 認 定 基 準

世 帯 員 を い う 。 次 号 に お い

て 同 じ 。 ） に 係 る 生 活 に 困

窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生

活 保 護 法 第 十 九 条 第 一 項

の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護

の 実 施 、 同 法 第 二 十 四 条 第

一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

保 護 の 開 始 若 し く は 同 条

第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行

う 保 護 の 変 更 、 同 法 第 二 十

五 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の

開 始 若 し く は 同 条 第 二 項

の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権

に よ る 保 護 の 変 更 又 は 同

法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護 の 停 止 若 し

く は 廃 止 に 関 す る 情 報 （ 以

下 「 生 活 困 窮 外 国 人 の 保 護

実 施 関 係 情 報 」 と い う 。 ）  
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  窮 外 国 人 の 保 護 実 施 関 係

情 報 」 と い う 。 ）  

二 （ 略 ）  

    

 

二 （ 略 ）  

 

 二  条 例

別 表 第

二 の 二

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    三  条 例

別 表 第

二 の 三

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 三  条 例

別 表 第

二 の 三

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    四  条 例

別 表 第

二 の 四

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 四  条 例

別 表 第

二 の 四

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    五  条 例

別 表 第

二 の 五

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 五  条 例

別 表 第

二 の 五

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    六  条 例

別 表 第

二 の 六

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 六  条 例

別 表 第

二 の 六

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    七  条 例

別 表 第

二 の 七

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 七  条 例

別 表 第

二 の 七

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）    八  条 例

別 表 第

二 の 八

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

（ 略 ）  （ 略 ）   

 八  条 例

別 表 第

二 の 八

の 項 の 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 八 十 九 の

項 の 第 二 欄 に 掲

げ る 事 務  

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福

祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百

二 十 九 号 ） 第 十 七 条 第 一 項 、

第 三 十 一 条 の 七 第 一 項 又 は  

  九  条 例

別 表 第

二 の 九

の 項 の 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 八 十 九 の

項 の 第 二 欄 に 掲

げ る 事 務  

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福

祉 法 第 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十

一 条 の 七 第 一 項 又 は 第 三 十

三 条 第 一 項 の 便 宜 の 供 与 の 
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 規 則 で

定 め る

事 務 

 第 三 十 三 条 第 一 項 の 便 宜 の

供 与 の 申 請 を 行 う 者 に 係 る

生 活 困 窮 外 国 人 の 保 護 実 施

関 係 情 報  

  規 則 で

定 め る

事 務 

 申 請 を 行 う 者 に 係 る 生 活 困

窮 外 国 人 の 保 護 実 施 関 係 情

報 

 

 九  条 例

別 表 第

二 の 九

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 二 十 五

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰

国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し

た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定

配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 三 十

号 ） 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 三

項 の 支 援 給 付 、 中 国 残 留 邦 人

等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び

永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に

関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 百

二 十 七 号 。 以 下 「 平 成 十 九 年

改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 四

条 第 一 項 の 支 援 給 付 並 び に

中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰

国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の

自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二

十 五 年 法 律 第 百 六 号 。 以 下

「 平 成 二 十 五 年 改 正 法 」 と い

う 。 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

る も の と さ れ た 平 成 二 十 五

年 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 中

国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国

の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自

立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 以 下

「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 十 四 条

第 一 項 の 支 援 給 付 、 平 成 二 十

五 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 二

項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る も の と さ れ た 旧 法

第 十 四 条 第 三 項 の 支 援 給 付

及 び 平 成 二 十 五 年 改 正 法 附

則 第 二 条 第 三 項 の 支 援 給 付

の 支 給 を 必 要 と す る 状 態 に

あ る 者 又 は 支 給 を 受 け て い

た 者 に 係 る 生 活 困 窮 外 国 人

の 保 護 実 施 関 係 情 報 又 は 生

活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第

一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 就

労 自 立 給 付 金 若 し く は 同 法

第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 進 学 ・ 就 職 準

備 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 情

報 

  十  条 例

別 表 第

二 の 十

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 二 十 五

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰

国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し

た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定

配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 及 び

第 三 項 の 支 援 給 付 、 平 成 十 九

年 改 正 法 附 則 第 四 条 第 一 項

の 支 援 給 付 並 び に 平 成 二 十

五 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る も の と さ れ た 旧 法

第 十 四 条 第 一 項 の 支 援 給 付 、

平 成 二 十 五 年 改 正 法 附 則 第

二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な

お 従 前 の 例 に よ る も の と さ

れ た 旧 法 第 十 四 条 第 三 項 の

支 援 給 付 及 び 平 成 二 十 五 年

改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 の

支 援 給 付 の 支 給 を 必 要 と す

る 状 態 に あ る 者 又 は 支 給 を

受 け て い た 者 に 係 る 生 活 困

窮 外 国 人 の 保 護 実 施 関 係 情

報 又 は 生 活 保 護 法 第 五 十 五

条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 準 じ

て 行 う 就 労 自 立 給 付 金 若 し

く は 同 法 第 五 十 五 条 の 五 第

一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 進

学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 の 支 給 に

関 す る 情 報  
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           十  条 例

別 表 第

二 の 十

の 項 の

規 則 で

定 め る

事 務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 四 十 四

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 六

条 の 自 立 支 援 給 付 の 支 給

の 申 請 を 行 う 障 害 者 若 し

く は 当 該 障 害 者 と 同 一 の

世 帯 に 属 す る 者 又 は 当 該

申 請 に 係 る 障 害 児 の 保 護

者 若 し く は 当 該 保 護 者 と

同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に

係 る 生 活 困 窮 外 国 人 の 保

護 実 施 関 係 情 報  

二 ～ 六 （ 略 ）  

  十 一  条

例 別 表

第 二 の

十 一 の

項 の 規

則 で 定

め る 事

務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 四 十 四

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律 第 六 条 の

自 立 支 援 給 付 の 支 給 の 申

請 を 行 う 障 害 者 若 し く は

当 該 障 害 者 と 同 一 の 世 帯

に 属 す る 者 又 は 当 該 申 請

に 係 る 障 害 児 の 保 護 者 若

し く は 当 該 保 護 者 と 同 一

の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る

生 活 困 窮 外 国 人 の 保 護 実

施 関 係 情 報  

 

二 ～ 六  （ 略 ）  

 

 十 一  条

例 別 表

第 二 の

十 一 の

項 の 規

則 で 定

め る 事

務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 五 十 八

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一  難 病 の 患 者 に 対 す る 医

療 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 六 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 六

条 第 一 項 の 支 給 認 定 の 申

請 に 係 る 指 定 難 病 （ 同 法 律

第 五 条 第 一 項 の 指 定 難 病

を い う 。 次 号 に お い て 同

じ 。 ） の 患 者 又 は 支 給 認 定

基 準 世 帯 員 （ 難 病 の 患 者 に

対 す る 医 療 等 に 関 す る 法

律 施 行 令 （ 平 成 二 十 六 年 政

令 第 三 百 五 十 八 号 ） 第 一 条

第 一 項 第 二 号 イ の 支 給 認

定 基 準 世 帯 員 を い う 。 次 号

に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 生

活 困 窮 外 国 人 の 保 護 実 施

関 係 情 報  

二 （ 略 ）  

  十 二  条

例 別 表

第 二 の

十 二 の

項 の 規

則 で 定

め る 事

務 

番 号 命 令 第 二 条

の 表 の 百 五 十 八

の 項 の 第 二 欄 に

掲 げ る 事 務  

一  難 病 の 患 者 に 対 す る 医

療 等 に 関 す る 法 律 第 六 条

第 一 項 の 支 給 認 定 の 申 請

に 係 る 指 定 難 病 （ 同 法 律 第

五 条 第 一 項 の 指 定 難 病 を

い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ）

の 患 者 又 は 支 給 認 定 基 準

世 帯 員 （ 難 病 の 患 者 に 対 す

る 医 療 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 （ 平 成 二 十 六 年 政 令 第

三 百 五 十 八 号 ） 第 一 条 第 一

項 第 二 号 イ の 支 給 認 定 基

準 世 帯 員 を い う 。 次 号 に お

い て 同 じ 。 ） に 係 る 生 活 困

窮 外 国 人 の 保 護 実 施 関 係

情 報  

 

二 （ 略 ）  

 

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ）  

 （ 略 ）    （ 略 ）  

  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 六 月 十 六 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 六 月 十 三 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 四 十 七 号  

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県 規 則 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 3号様式（第 2条関係） 

障 害 証 明 書 

整理番号  

① 
障害者の 

氏名、性別
 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)                 

男 

女 

② 
生年

月日
       年   月   日 

障 

害 

の 

状 

況 

 ③ １ 知 的 障 害           Ａ（重度）   ・   Ｂ 

④ 

２ 

身
体
障
害 

ア 障害の種類 

視覚、聴覚・平衡機能、音声・そしゃく・言語機能、肢体不自由（上肢・下肢・体

幹・運動機能）、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫・肝臓機能 

イ 障害の程度 
身体障害者福祉法施行規則別表による。 

１級  ・  ２級  ・  ３級 

⑤ 

３ 

そ
の
他
の
障
害 

ア 障 害 名 

（主障害名）          （その他の障害名）           

イ 障害の程度  

⑥ 就労の有無 有 
職   種 

平均月収額 
・ 無 

⑦ 日常生活の介助の必要度 

１ 極めて介助の必要がある。 

２ かなり介助の必要がある。 

３ ほとんど介助の必要がない。 

⑧ 上記事項についての特記事項  

⑨ 療育手帳、身体障害者手帳、 

精神保健福祉手帳所持の有無 
有 

療育手帳    （記号番号             ） 

身体障害者手帳 （記号番号             ） 

精神保健福祉手帳

（１級・２級）
（記号番号             ） 

・ 無 

⑩ 障害基礎年金、特別児童扶養

手当、特別障害者手当、障害

児福祉手当、福祉手当受給の

有無 

有 

障害基礎年金（証書の記号番号            ） 

特別児童扶養手当（受給者記号番号          ） 

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当 

（認定通知交付番号                 ） 

・ 無 

⑪ 児童相談所、知的障害者・身

体障害者更生相談所の判定の

有無 

有 
（判定機関名                    ） 

（判定年月日                    ） 
・ 無 

⑫ 施設入所の有無 有 （施設の種類                    ） ・ 無 

証
明
機
関 

 上記のとおり証明します。 

       年   月   日 

              所 在 地 

              名   称                     ㊞  

 

注 ⑨～⑫のいずれも無の場合は、医師の診断書を添付してください。 

（規格Ａ４）  
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第 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第
1
1
号
様
式
（
第

5
条
関
係
）
 

 

障
 
害

 
診

 
断

 
書

 
お 願 い 

１
 
氏

名
 

男
 

・
 

女
 

２
 
生

年
月

日
 

大
正

昭
和

平
成

 
令
和

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

１ １５ ～ ２０ 項 に つ い て は 、 障 害 の あ る 場 合 に 記 載 し て 下 さ い 。 

２ 関 節 の 運 動 範 囲 に つ い て は 、 自 動 運 動 範 囲 を ご 記 入 願 い ま す 。 

３  印 は い ず れ か に ○ 印 を お 願 い し ま す 。 

４ 訂 正 の 場 合 、 訂 正 印 を 必 ず 押 印 願 い ま す 。 

３
 
障

害
の

種
類
 

１
 
両
眼
の
視
力
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

２
 
言
語
の
機
能
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

３
 
そ
し
ゃ
く
の
機
能
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

４
 
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の
 

５
 
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の
 

６
 
１
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
い
か
つ
、
 

 
 
１
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の
 

７
 
両
上
肢
の
用
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

８
 
両
下
肢
の
用
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

９
 
10
手
指
を
失
っ
た
か
ま
た
は
そ
の
用
を
全
く
 

 
 
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

10
 
両
耳
の
聴
力
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
も
の
 

８
 
受

 
 

 
傷

(
発

病
)
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

医
師
推
定
 ・

 患
者
申
告
 

９
 
初

診
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

10
 
入

院
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

４
 
傷

病
名
 
 

11
 
退

 
院

 
日

現
在

入
院

中
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

５
 
４

の
原

因
 

医
師
推
定
 
 

患
者
申
告
 
 

1
2
 
終
 
診
 
日
 

現
在
治
療
中

(当
院
･他

院
) 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

６
 
障

害
の

部
位
 
 

７
 
今

回
の

受
傷

以
前

に
あ

っ
た

身
体

障
害
 

有
 

無
 

→
部
位
と
障
害
内
容
 

1
3
 

前
 

医
 

有
 

無
 

→
住
所
・
氏
名
 

14
 
今
回
の
受
傷
（
発
病
）
か
ら
初
診
ま
で
の
経
過
、
初
診
時
の
主
訴
・
所
見
お
よ
び
そ
の
後
の
経
過
、
障
害
状
態
の
詳
細
 

 
 
 
治
療
内
容
 

 
 
 
手
 術

 
名
 

手
術
日
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

15
 

視 力 障 害
 

裸
眼
視
力
・
矯
正
視
力
 

右
 
眼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

左
 
眼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

矯
正
不
能
・
不
適
の
場
合
は
 

そ
の
理
由
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

 
 

検
査

(
計
測

)
日

 
 
年

 
 
月

 
 
日
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聴 力 障 害
 

該
当

す
る

項
目

に
○

印

を
つ
け
て
く
だ
さ
い

 

 
 
ａ

 
聴
力
レ
ベ
ル

 

 
 
ｂ

 
聴
力
損
失

 

 
周
波
数

 

 
 
5
0
0
Hz

 
 

 
 

 
1
0
0
0
H
z
 
 

 
 

 
2
0
0
0H
z
 
 

右
(
 

 
 

 
)
d
B
 

 
(
 

 
 

 
)
d
B
 

 
(
 

 
 

 
)
d
B
 

左
(
 

 
 

 
)
d
B
 

 
(
 

 
 

 
)
d
B
 

 
(
 

 
 

 
)
d
B
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（
下
記
Ａ
～
Ｃ
の
う
ち
該
当
す
る
項
目
に
○
印
を
し
て
く
だ
さ
い
）

 

Ａ
 
通
常
の
飲
食
物
が
食
べ
ら
れ
る

 

Ｂ
 
か
ゆ
食

ま
た
は

こ
れ
に

準
ず
る
程

度
の
飲

食
物
で

あ
れ
ば
食

べ
ら

れ
る

 

そ し ゃ く

機 能 障 害 

 
検
査

(
計
測

)
日

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
Ｃ

 
流
動
食
し
か
摂
取
で
き
な
い

 
検
査

(
計
測

)
日

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

1
8 
言 語 機 能 の 障 害

 

（
該
当
す
る
項
目
に
○
印
を
し
て
く
だ
さ
い
）

 
 

 
（
程

 
度
）

 
Ａ

 
言
語
機
能
の
そ
う
失
（
音
声
語
に
よ
る
意
志
の
疎
通
が
全
く
で
き
な
い
）

 
Ｂ

 
言
語
機
能

の
著
し
い

障
害
（
身
振

り
、
書
字

そ
の
他
の
補

助
動
作
が

な
く
て
は
音
声
言

語
に
よ
る
意
志
の
疎
通
が
困
難
で
あ
る
）

 
Ｃ

 
言
語
機
能
の
障
害
（
簡
単
な
単
語
の
発
語
に
よ
り
意
志
の
疎
通
が
か
ろ
う
じ
て
可
能
）

 
Ｄ

 
そ

 
の

 
他

 

（
原
因
）

 
ａ

 
こ
う
頭
て
き
出
（
１
全
部

 
２
一
部
）

 
ｂ

 
中
枢
性
失
語
症

 
ｃ

 
構
音
障
害
（
１
口
唇
音

 
２
歯
舌
音

 
３
口
蓋
音

 
４
こ
う
頭
音
）

 
※
全
不
能
な
場
合
に
は
○
印
を
お
願
い
し
ま
す

 

ｄ
 
そ

 
の

 
他
（

 
 
 

 
 
 

）
 検

査
(
計
測

)
日

 
 
年

 
 
月

 
 
日
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運 動 麻 痺
 

・ 欠 損
 

・ 短 縮
 

（
四
肢
、
手
指
、
足
指
の
切
断
の
場
合
は
、
切
断
箇
所
に
は
っ
き
り
と
線
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

四
肢
の
完
全
運
動
麻
痺
の
場
合
は
、
そ
の
部
位
を
斜
線
で
示
し
て
く
だ
さ
い
。

下
肢
短
縮
の
場
合
は
、
そ
の
程
度
〔
㎝
〕
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

） 

検
査
(計

測
)日

 
 
年
 
 
月
 
 
日
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右
 
手
指
・
足
指
 

第
１
指
 

第
２
指
 

第
３
指
 

第
４
指
 

第
５
指
 

※
 

手 指 ・ 足 指 の 運 動 障 害( 自 動 運 動 範 囲) 

遠
位
指
節
間
関
節
 

 
伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

母 指 に お い て は 、 指 節 間 関 節 と し ま す 。  

(-
) 

に つ い て は 、 記 入 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 
近
位
指
節
間
関
節
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

中
手 足
指
節
間
関
節
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

左
 
手
指
・
足
指
 

 
 

 
 

 

遠
位
指
節
間
関
節
 

 
伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 
―

 
)
 

 
 

(
 
―

 
)
 

近
位
指
節
間
関
節
 

伸
展
度

 
 
 
屈
曲
度

 
(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

中
手 足
指
節
間
関
節
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 

 
 

(
 

 
)
 

2
1 

運
動
の
種
類
･
範
囲

 
部
位
 

Ｍ
Ｍ
Ｔ

(※
) 

伸
展
度
～
屈
曲
度
 

内
転
度
～
外
転
度
 

内
旋
度
～
外
旋
度
 

四 肢 関 節 の 運 動 障 害( 自 動 運 動 範 囲) 

肩
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

肘
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

手
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

股
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

膝
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

足
 

 
 

 
関
節

 
 

右
 

 
～
 

～
 

～
 

左
 

 
～
 

～
 

～
 

※
Ｍ
Ｍ
Ｔ
（
徒
手
筋
力
テ
ス
ト
）
欄
に
は
、
結
果
を
０
～
５
の
数
値
に
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
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回
復
の
可
能
性
と
症
状
の
固
定
に
つ
い
て
の
意
見
 

 
上
記
の
障
害
状
態
を
診
断
さ
れ
た
日
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

 
症
状
の
固
定
時
期
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
頃
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
上
記
の
と
お
り
診
断
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 在

 地
 

 
 
 
 
 
 
 
病
院
又
は
診
療
所
等
の

 
 
名
 
 
称
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
師
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇印
 

 
（
規
格
Ａ
３
）
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 障 害 証 明 書 及 び 障 害 診 断 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行

規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 障 害 証 明 書 及 び 障 害 診 断 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

                   

告 示 

 

三重県告示第 420 号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の 
種 別 

医 療 機 関 の 
名 称 

所 在 地 
標ぼうしている 
診 療 科 目 

担 当 し よ う と す 
る 医 療 の 種 類 

指 定 
年 月 日 

薬局 志摩調剤薬局 志摩市阿児町鵜方 1207-2  薬局 
令和 7 年 

5 月 1 日 

薬局 亀山天神薬局 亀山市天神 2 丁目 3-7  薬局 
令和 7 年 
5 月 1 日 

薬局 外宮前薬局 伊勢市八日市場町 5-19  薬局 
令和 7 年 
5 月 1 日 

薬局 
イオン薬局松阪船江

店 
松阪市船江町 1392-27  薬局 

令和 7 年 

6 月 1 日 

薬局 
エンゼル薬局 久保
田店 

四日市市久保田二丁目 169
番地 3 

 薬局 
令和 7 年 
6 月 1 日 

訪問看護 
みんなのかかりつけ
訪問看護ステーショ

ン津（こころ専門） 

津市久居本町 1458 ダイ
ヤモンドマンション久居

本町 303 号室 

 訪問看護 
令和 7 年 
6 月 1 日 

訪問看護 
ｍｕｋｕ訪問看護ス
テーション 

津市寿町 12-19  訪問看護 
令和 7 年 
6 月 1 日 

訪問看護 
訪問看護ステーショ
ンあやめ伊勢 

伊勢市御薗町王中島 738-2 
コーポリヨム 2Ｂ号室 

 訪問看護 
令和 7 年 
6 月 1 日 

訪問看護 
スマイルホーム志摩
訪問看護事業所 

志 摩 市 阿 児 町 鵜 方

2850-126 赤松ヶ谷テナ
ントＣ号 

 訪問看護 
令和 7 年 
6 月 1 日 

訪問看護 
合同会社訪問看護ス
テーションふるふる 

津市美杉町太郎生 2160 番
地 

 訪問看護 
令和 7 年 
6 月 1 日 

 

三重県告示第 421 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 64 条の規定によ

り、次のとおり育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関から名称及び所在地の変更の届出がありまし

た。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の
種 別 

医療機関の名称 
医療機関の名称及び所在地 標ぼうしている

診 療 科 目 
担当しようとする
医 療 の 種 類 

変 更 
年 月 日 変更前 変更後 
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薬局 
エンゼル薬局四
日市中央店 

四日市市城北
町 40-2 

四日市市城北
町 25 番 

 薬局 
令和 7 年 
5 月 7 日 

薬局 すこやか薬局 
伊勢市浦口 4

丁目 2-19 

伊勢市宮町 1

丁目 15-21 
 薬局 

令和 7 年 

5 月 1 日 

 

三重県告示第 422 号 

次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安林

の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法第

189 条の規定により、その通知の内容を津市役所の掲示場に掲示するとともにその要旨を告示します。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

第 1   

1 通知することができない者の氏名 

   河村 清隆 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市美杉町下多気字漆 3577 

(2)  保安林として指定された目的 

   土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

(ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 2   

1 通知することができない者の氏名 

   田上 弘 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市美杉町下多気字漆 3761 の 3 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

(ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 3   

1 通知することができない者の氏名 

   齋藤 秀樹 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市美杉町下多気字漆 3763 の 5 

(2)  保安林として指定された目的 
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土砂の流出の防備 

  (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 4   

1 通知することができない者の氏名 

   紀平 晃利 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市安濃町草生字城ケ峯 1717 

(2)  保安林として指定された目的 

   土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

(ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び津市役所に備え置いて縦覧に

供します。） 

 

三重県告示第 423 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更することとしま

した。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

第 1 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   磯部浜島線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 
区域変更 

の 期 日 

志摩市浜島町桧山路字初吹 4 番 5 地先内 
旧 15.0～24.0 26.4 令和 7 年 

6 月 16 日 新 15.0～25.1 26.4 

第 2 

1 道路の種類   一般国道 

2 路 線 名   422 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 
区域変更 

の 期 日 

北牟婁郡紀北町島原字平谷 3760 番 1 地先から 
北牟婁郡紀北町島原字平谷 3761 番 1 地先まで 

旧新 21.4～46.7 79.5 令和 7 年 
6 月 13 日 新 6.9～7.5 66.2 
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第 3 

1 道路の種類   一般国道 

2 路 線 名   422 号 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 
区域変更 
の 期 日 

北牟婁郡紀北町島原字小砂尻 4668 番地先から 

北牟婁郡紀北町島原字小砂尻 4672番 1地先まで 
新 9.6～20.8 63.3 

令和 7 年 

6 月 13 日 

第 4 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   三戸紀伊長島停車場線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 
区域変更 
の 期 日 

北牟婁郡紀北町島原字平谷 3760 番 1 地先から 
北牟婁郡紀北町島原字平谷 3761 番 1 地先まで 

旧新 21.4～46.7 79.5 令和 7 年 
6 月 13 日 新 6.9～7.5 66.2 

第 5 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   三戸紀伊長島停車場線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 
区域変更 
の 期 日 

北牟婁郡紀北町島原字小砂尻 4668 番地先から 
北牟婁郡紀北町島原字小砂尻 4672番 1地先まで 

新 9.6～20.8 63.3 
令和 7 年 
6 月 13 日 

 

三重県告示第 424 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 
亀山鈴鹿線 

鈴鹿市三日市町字中ノ池 1871 番 16 地先から 
鈴鹿市三日市町字中ノ池 1871 番 4 地先まで 

令和 7 年 6 月 13 日 

県道 

国府白子停車場線 

鈴鹿市三日市町字中ノ池 1871 番 16 地先から 

鈴鹿市三日市町字中ノ池 1871 番 4 地先まで 
令和 7 年 6 月 13 日 

一般国道 
368 号 

津市美杉町上多気字奥新田 1749 番 1 地先から 
津市美杉町上多気字奥新田 1721 番 1 地先まで 

令和 7 年 7 月 18 日 

一般国道 
369 号 

津市美杉町上多気字奥新田 1749 番 1 地先から 
津市美杉町上多気字奥新田 1721 番 1 地先まで 

令和 7 年 7 月 18 日 

県道 

磯部浜島線 
志摩市浜島町桧山路字初吹 4 番 5 地先内 令和 7 年 6 月 16 日 

 

三重県告示第 425 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 37 条第 1 項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しますの

で、同条第 3 項の規定により、次のとおり告示します。 

 なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  道路の種類及び路線名 

道路の種類 路 線 名 占用を制限する区域 占用制限の開始日 

一般国道 368 号 
津市美杉町上多気字奥新田 1749 番 1 地先から 

津市美杉町上多気字奥新田 1721 番 1 地先まで 
令和 7 年 6 月 13 日 
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2  制限の対象とする占用物件 

新たに地上に設ける電柱（占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除

く｡） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することがで

きないと認められる場合は、この限りでない。 

3  占用制限の理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止する。 

        

                  

公 告 

 

 家畜改良増殖法（昭和 25 年法律第 209 号）第 4 条第 1 項の規定により、農林水産大臣から次のとおり種畜証明

書が交付されました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

 「次」は省略し、関係書類（種畜検査名簿）を三重県農林水産部畜産課に備え置いて縦覧に供します。 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、農村地域防災減災事業 用排水施設整備

事業（小規模）鹿海地区の計画を定めましたので、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 7 年 6 月 16 日から同年 7 月 11 日まで 

3  縦覧の場所 

    伊勢市役所産業観光部農林水産課（伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号） 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、県営湛水防除事業 千倉地区の計画を定

めましたので、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に審査請求をすることができます。また、この計画が定められたことを知った日の翌日か

ら起算して 6 か月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、

この計画の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、この計画の取消しの訴えを提起することができます（なお、上記の期間が経過する前であっても、

この計画が定められた日（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算し

て 1 年を経過した場合は、この計画の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  縦覧に供すべき書類の名称 
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    土地改良事業計画書の写し 

2  縦覧の期間 

    令和 7 年 6 月 16 日から同年 7 月 11 日まで 

3  縦覧の場所 

    桑名市役所産業振興部農林水産課（桑名市中央町二丁目 37 番地） 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県伊賀建設事務所長から通知がありました。 

    令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業期間 

    令和 7 年 6 月 9 日から同年 9 月 1 日まで 

3   作業地域 

    名張市黒田 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県伊賀建設事務所長から通知がありました。 

    令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（数値図化測量） 

2   作業期間 

    令和 7 年 6 月 13 日から同年 12 月 1 日まで 

3   作業地域 

    伊賀市の一部 

 

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 7 年 2 月 28 日に終了した旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（用地測量） 

2   作業地域 

  鈴鹿市野辺町、同市竹野町、同市甲斐町、同市岡田町、同市弓削町、同市平田町、同市平田本町及び同市庄

野町 

 

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 7 年 2 月 28 日に終了した旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（用地測量） 

2   作業地域 

  鈴鹿市庄野町、同市加佐登町及び同市津賀町 

 

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 7 年 2 月 28 日に終了した旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 
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三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（用地測量） 

2   作業地域 

  鈴鹿市津賀町、同市庄野町、同市汲川原町、同市中冨田町、同市広瀬町及び同市西冨田町 

  

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 7 年 2 月 28 日に終了した旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（用地測量） 

2   作業地域 

  亀山市田村町及び同市川崎町 

 

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 7 年 2 月 28 日に終了した旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

  令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（用地測量） 

2   作業地域 

  亀山市川崎町、同市太森町及び同市辺法寺町 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 7 年 
6 月 3 日 

員弁郡東員町大字穴太字西宅地 836-1 
桑名市陽だまりの丘 3 丁目 821 
塩谷 光敏 

 

 

共済組合公告 

 

 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）第 22 条第 3 項の規定に基づき、令和 6 年度決算の要旨を

公告します。 

令和 7 年 6 月 13 日 

三重県市町村職員共済組合理事長  辻󠄀  村  修  一   
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